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新年のごあいさつ

宮津商工会議所
会頭　今　井　一　雄

新年明けましておめでとうございます。

皆様方におかれましては、ご家族お揃いで2010年の輝か

しい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

一昨年の秋頃から急速に冷え込んだ経済は、デフレスパ

イラルに突入し、設備の過剰、雇用不安は解消せず、為替

相場の円高基調等々、二番底が懸念されております。当地

方にあっては、さらに、春からは新型インフルエンザの感

染拡大に伴った風評被害、そして、夏は長雨による影響等

も加わって、個人消費は盛り上がりを欠くなど厳しい状況

にありました。今後もこの状況は、続くものと考えられます。

昨年はこのような中で、地元商店街の振興策などの一環

として、定額給付金の支給と合わせ宮津市プレミアム商品

券を5月1日から販売させていただきました。市民の方々は

エコポイントを利用して買い物をなさるなど、また、商店

の方々は、独自の特典をつけるなど販売促進に工夫をされ

一定の成果はありましたが、反省点も多々あり、今後につ

なげるチェックをかけたいと思います。

また、昨年初めての取組みで会員表彰をさせていただき

ました。この取組みは、創業以来永年この宮津の発展に貢

献してくださった会員さんを表彰する制度で、対象となる

会員さんから4会員さんが申請してくださり感謝の念をも

ち表彰させていただきました。今年はさらに多くの会員さ

んからの申請をお待ちしております。

さらに、皆さまにお世話になりました「宮津市まちづく

り基金」を活用した事業では、秋の快晴の日に、「能・丹

後物狂い」を、物語の舞台である天橋立文殊堂において上

演し、遠方からもお越しのお客様800名に能を堪能してい

ただきました。丹後の歴史・文化の奥深く味わい深いとこ

ろを体得していただけたものと思います。これからも味わ

い深い丹後の歴史・文化を発信していきたいと念じており

ます。

さらに、「宮津城の城壁復元・太鼓門の移築事業」につ

きましては、所々に面影を残す城下町宮津の風情を蘇らせ、

地域の活性化に繋げたいとの強い思いから進めているもの

で、秋には知事を迎え起工式を済ませたところであり、参

加していただきました皆さまに厚くお礼申し上げます。

今年は、景気が回復傾向にあると言われているものの、

回復を実感するには、地域は遅れることからさらなる厳し

い局面を迎えるのではないかと予想されます。また、23

年の春には、鳥取豊岡宮津自動車道の宮津、野田川間が

供用開始となります。これらの現実を見据えるとともに、

将来を見通した課題に関係機関のご指導、ご支援を賜り

ながら皆さまと力を結集して一つひとつ乗り越え、克服

して地域に賑わいを取り戻したいと考えております。

取組みの一つは、会議所活動の中で重要な位置づけに

あります部会の再編についてであります。当所の部会は

平成8年に再編され現在に至っており、その活動は活発

といえず、昨年以来、部会再編検討特別委員会であるべ

き姿を求め検討していただいております。特別委員会で

は、例えば、食品に係わる業種では、製造して販売まで

を一つの部会として括り、お客さまのニーズを製造工程

までさかのぼり伝える部会組織にしてはなど活発な議論

がなされ、部会活動の活性化に向け、今年の役員・議員

改選に合わせて会議所定款変更の手続きを踏みたいと考

えております。

二つ目が、当所策定の産業ビジョンの取組みについて

であります。ビジョンでは、宮津市の発展には街中にあ

る観光資源を活かし、磨き、交流人口の増加を図らなけ

ればならないと説いております。宮津のグルメを中心と

したまちづくりも大切な要素と考え、グルメマップを整

えたいと考えておりますがそれ以上に「旨い所」の育成

に努力したいと思っています。

三つ目は、景観についてです。「天橋立周辺地域景観

まちづくり計画」が施行され、宮津市は景観行政団体に

指定されました。景観は公共的な資産であり、その景観

を保全、育成し、さらには創造して次の世代に引き継ぐ

責務を負っている私たちは、日本を代表する天橋立を、

世界遺産の文化遺産に登録するべく活動中であります。

世界遺産登録に向け解決しなければならない課題は多く

ありますが、なんとしても解決しなければなりません。

何とぞ皆さま方のお力添えをお願い申し上げます。

そのほか、まだまだやらなくてはならないテーマは、

沢山ありますが、もとより、会員企業の皆さまの事業・

経営が健全に継続していくことが必要であり、会議所役

職員一同「現場に立脚した活動」を基本に、会員皆さま

の自立・自助を旨とした経営支援を始め、多くの皆さま

方の声を真摯に受け止めて宮津市の発展を期し着実な行

動で応えていく所存であります。どうか皆さま方を始め

関係各位の格別のご指導、ご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

終わりに、新年に当たり所感の一端を申し述べ、本年

が皆さま方にとって実りの多い一年でありますよう祈念

し、新年のご挨拶とさせていただきます。
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平成22年の新春経済講演会の講師には、不透明感が漂う昨今の経済情勢のなか、「世の中に求められる事業は

必ず伸びる」という精神で、創業以来Ｖ字回復を果たされた大和ハウス工業㈱会長の樋口氏をお招きし、厳し

い企業経営の一助になればと考えております。

ご多忙の折、お誘い合わせの上、多数ご聴講下さいますようご案内いたします。

【講　師】 樋口　武男　氏 大和ハウス工業㈱会長兼ＣＥＯ（最高経営責任者）
【日　時】 平成22年2月3日（水）午後1時15分～2時45分
【場　所】 天橋立宮津ロイヤルホテル
【参加料】 無 料
【申込み】 電話、FAX、Eメールで宮津商工会議所へお申込み下さい。

TEL22－5131 FAX25－1690 E－mail miyazu@kyo.or.jp

平成21年12月14日に開催されました標記懇談会は

例年実施している懇談会で、今年は特に、府が新長

期ビジョンの策定に着手されていることから、今後

の府政等に向けて参考・反映できるような内容の発

言を求められ、各地商工会議所会頭からは、中長期

的に、そして将来を見据えた各地域の産業振興、商

業振興、基盤整備、まちづくりなどについて発言が

ありました。

北部の商工会議所からは、京都縦貫自動車道の予

定通りの整備促進、JR・KTRを利用した北部4市エリ

アの｢広域周遊観光圏｣の構築、事業所の減少をくい

止めるきめ細かな施策の充実、企業誘致による産業

振興などが提案されました。

今井会頭からは、一点目として「景観形成とまち

づくり」について提案していただきました。「日本三

景天橋立の周辺地域」が京都府の景観形成モデル地

域に選定され「天橋立周辺地域景観まちづくり計画」

が策定されました。

京都府知事と府内商工会議所会頭との懇談会が開催される！
天橋立地域の景観形成を考えると、天橋立の世界

遺産登録を目指していることから阿蘇海の環境改善、

そして、文珠地区、府中地区におけるさらなる電線

類の地中化をお願いしていただきました。

二点目が会頭就任時に提唱された「健康福祉企業」

の問題です。人口の動向が減少と少子高齢化に向か

っていく中で　地域経済を維持、発展させていくた

めに、健康で元気な高齢者には、退職することなく

何時までも働いてほしい。そのためには、企業が健

康で健全でなければならないと説明されました。

最後に、活力ある府政をお願いされ発言を終わら

れました。

知事からは、一点目については、天橋立は日本の

宝である、宮津市と一緒に取り組んでいく、力を入

れる。二点目については、元気なお年寄りには何時

までも社会のため、地域のため手伝ってほしい。地

域コミュニティを大切にしたいと回答があり、有意

義な懇談会を終わりました。

現在、当会館の１階、談話室の資料閲覧コーナ

ーにおいて中心市街地活性化関連資料、官報等の

刊行物、商店街関連チラシなどの資料を開架して

います。まちおこし、他地域の取り組みなどの調

査等にご利用ください。

また、当地域の観光パンフ

レットなどの資料も閲覧でき

ますので、併せてご利用下さ

い。

資料閲覧コーナーご利用時間
9時～17時（土曜・日曜及び

祝祭日を除く）

当所では、『宮津天橋立ブランド』認定商品及び

地元産品の紹介コーナーを設け、当所を訪問され

ました皆様にご紹介させていただいております。

当地域を代表いたします産品、企業の皆様の自

慢の産品を展示しておりますので、当所をお訪ね

の折には是非ご覧

ください。

また、自社自慢

のこんなものを展

示してほしいとお

考えの方はお申し

出ください。

宮津商工会議所会館
中心市街地活性化コーナーのご案内

宮津天橋立ブランド認定商品及び
地元産品紹介コーナー

新春経済講演会
“「熱湯経営」夢を抱いてチャレンジする熱き心”
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宮津商工会議所では、地域内の消費需要を喚

起し、個人消費の拡大と地域経済全体の活性化

を願い、宮津市の支援を受けて定額給付金支給

の時期に併せて平成21年5月1日より販売しま

した。

プレミアム付き10％の商品券を1億円規模で

発行したことは、利用が出来る店舗が宮津市内

に限られていることから、市内消費の拡大を目

的とした事業でした。本商品券の発売を定額給

付金支給時期に合わせて販売し、又、利用期間

を4ヶ月としたことで、利用者が計画的に商品

券を使う余裕を与え、幅広い店舗で使用される

効果があったと思われますが、事前にチラシ・

ホームページ等のPR不足のご指摘もあり、商

品券販売後に登録された事業所もありました。

当所では、これからも様々な事業を実施して

いく所存でありますので、今後とも宜しくお願

いいたします。

取扱店事業所の皆様におかれましてはご協力

いただき誠に有難うございました。

○国税庁ホームページから電子申告

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナ

ー」で作成したデータは、e-Tax（電子申告）を利用

して提出できます。

○最高5,000円の税額控除

平成21年分の所得税の確定申告を本人の電子署名

及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行う

と、所得税額から最高5,000円の控除ができます（平

成19年分又は平成20年分の確定申告でこの控除を受

けた方は、受けられません。）。

○添付書類の提出省略

医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容

（病院などの名称・支払金額等）を入力して送信する

ことにより、これらの書類の提出又は提示を省略す

ることができます（確定申告期限から3年間、書類の

前日までの雨が上がり、どんよりとした曇り空のもとではございましたが、12

月13日（日）『クリーンはしだて1人1坪大作戦　第３回迎春天橋立一斉清掃』が多

数の皆様の参加により開催されました。

例年寒い中での作業ではございますが、今年は曇り空だったおかげか約500名の

みなさまにご参加いただき、天橋立も新春を迎える準備が整いました。

今年で3回目の取り組みとなりましたが、当所会員事業所の多くのみなさまにも

ご参加いただき誠にありがとうございました。この場をお借りし御礼申し上げます。

クリーンはしだて1人1坪大作戦　第３回迎春天橋立一斉清掃について御礼

『宮津市プレミアム商品券』発行事業のご報告

宮津税務署からのお知らせ

所得税の確定申告は、e-Taxをご利用ください

概　要

１）商品券…10％のプレミアム付き商品券

1セット11枚入り（11,000円）を10,000円で販売。

２）販売セット数…12,000セット　金額1億2,000万円

（プレミアム込みの総額1億3,200万円分）

３）販売期間…平成21年5月1日～平成21年5月19日（完売）

４）販売所…当所を含めて８箇所

５）利用期間…平成21年5月1日～平成21年8月31日まで

６）取扱店舗数…225店舗

７）利用金額…1億3,172万4千円

（99.79％）

８）主な利用業種（※）

小売業（食料品全般）：64.21％

小売業（家電・修理）： 8.82％

小売業（衣料品） ： 3.75％

小売業（燃料等） ： 3.74％

旅館・ホテル業　　　： 2.65％

（※）業種は取扱店申込書の業種を参考とし、1事業所

で業種の違う店舗をお持ちの場合は、主要業種で

カウントしております。

提出又は提示を求められることがあります。）。

○還付金がスピーディー

e-Taxで申告された還付申告は早期処理しています

（3週間程度に短縮）。

○24時間いつでも利用可能

所得税の確定申告期間中は、24時間e-Taxの利用が

可能です。

税に関する情報は国税庁ホームページへ　www.nta.go.jp

e-Taxの利用に際しては、電子証
明書の取得（手数料が必要です。）、
ICカードリーダライタの購入など
の事前準備が必要です。

電子証明書を既に取得されている
方は、電子証明書の有効期限切れに
ご注意ください。
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去る11月30日、平成21年度当所優良従業員表彰・

会員表彰式がご来賓はじめ多数の方々の参列のもと

開催されました。

今年度新たに創業以来永年の経営により、地域の

発展、振興に寄与されました会員事業所を25周年毎

に当所表彰規程に基づき表彰させていただきました。

表彰式では、今井会頭より式辞が述べられ、受彰

従業員のみなさんが職場での模範となり、たゆまぬ

努力によって事業所の繁栄に貢献された功績に対し

敬意が表され、今後も職場のリーダーとして後進の

指導、育成に一層お力添えいただくことを期待した

いと、また受彰会員事業所の皆様には創業以来永年

に亘り事業を継承され、更には当地宮津市の経済発

展に大変ご尽力賜りましたことに対し、心から敬意

を表されると共に今後とも事業発展のため、一層の

ご活躍をいただくよう激励されました。

続いて、会員事業所から推薦され、表彰審査委員

会にて決定した17事業所45名の従業員の方々が勤続

年数毎に、ま

た、当所常議

員会で決定さ

れました4名

の会員事業所

の方々が創業

年数毎に名前

を読み上げら

◆ ◆ ◆　おめでとうございます　◆ ◆ ◆

当所会員事業所の優良従業員表彰及び会員表彰式が開催されました

発効年月日時間額（円）

＊ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機
械・同部分品、繊維機械、生活関連産業用機械、金属加工機械、
事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具、建設機械・鉱
山機械製造（建設用クレーン製造業）等

＊金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・木ねじ等製造業

＊電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械
器具製造業

＊輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業（建設用ショベル
トラック製造業）

＊各種商品小売業

業　　種　　名

18年12月21日

21年12月19日

20年12月21日

21年12月19日

761

820

822

814

824

767

＊印刷業

発効年月日時間額（円）※日額（円）業　　種　　名

13年12月20日750 ※6,007＊自動車（新車）小売業

9年12月21日741 ※5,926＊自動車小売業（中古車、自動車部分品・附属品小売業）

※今後、最低賃金額の表示は、次期改定時に合わせて時間額単独表示へ切替える予定です。

詳しくは京都労働局労働基準部賃金室（1075-241-3215）又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

最低賃金制度は、労働者の労働条件を確保するとともに事業の公正な競争を確保及び地域経済の
発展に寄与するためのものです。今回産業別最低賃金の額が改正されましたのでお知らせします。

京都府産業別最低賃金の改定について

れ、夫々会頭

から表彰状が

授与されまし

た。

その後、ご

来賓の井上宮

津市長、京都

府丹後広域振

興局和田局長より夫々祝辞をいただき、受彰者に対

し祝福とねぎらいの言葉が述べられました。

最後に従業員表彰受彰者を代表し、藤本さか江様

（グンゼ㈱宮津工場）が本日の受彰は多くの方々に支

えていただいたおかげであると感謝し、今後共良き

従業員として事業所の発展はもとより、地域社会に

貢献していきたいと述べられ、続いて会員表彰受彰

者を代表し、㈱宝来屋様が古くから当地で商売させ

ていただき今日を迎えることができたのは地域の皆

様のおかげであると感謝され、今後ともご支援を賜

りたいと述べられました。

会員表彰受彰事業所の皆様は次の方です。

・株式会社　宝来屋様（創業275周年）、
・小向左官店様（創業75周年）
・よし乃や様（創業75周年）
・小室石油様（創業25周年）
の皆様です。おめでとうございました。来年度以降

該当されます皆様の申請をお待ちしております。

初めまして、平岡
直樹と申します。
11月より宮津商

工会議所の職員とし
てお世話になってお
ります。
まだまだ勉強不足

で、皆さまにご迷惑
をお掛けする点もあ
るかと存じますが、
精一杯宮津のため、
会員の皆さまのため
に頑張りたいと思っ
ております。
なにとぞよろしく

お願いいたします。

新入職員

ごあいさつ


